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題は、被災者側からの強い拒否反応が
あり、近年では、避難所取材は「原則
お断り」とされ、メディアスクラムを
回避するケースも目立っている。要す
るに、マスコミ側がひと時に多くの人
員を割いて取材する物量作戦や、被災
者の心を考慮しない取材は、近年ほと
んどの被災地で拒絶されている状況だ。
もちろん、マスコミ側もこうした取材
の課題を解消しようと、勉強会を開い
たり、研修したりするようになってい
るが、リストラが進むマスコミ業界に
おいて、少ない取材人数の中で、リテ
ラシーを高めることが非常に難しくなっ
ているのが現実だ。
　もう一つ災害報道の課題として上げ
られているのは、被害報道中心から災
害の備えとしての報道や、被害を声高
に訴えるだけではなく、復旧や復興の
ための手立てを考えるリテラシーの高
い報道が必要ではないか、ということ
である。要は、行政や住民の揚げ足取
りをするような報道ではなく、どうす
れば、この災害から立ち直ることが出
来るのか？　一日も早い復旧・復興の
ために、マスコミがどう役に立てるか？　
を考える姿勢である。
　この視点に立ち阪神・淡路大震災の
際に新聞各社が新たな取り組みとして
始めたのが、「生活情報」の提供面である。
前述したように、マスコミの本来の役
割は被害情報や、被災者の苦境、悲し
みなどを伝えることである。いわゆる
中で起きていることを外、つまり神戸
以外の日本全国、いや世界に向かって
情報を発信することが主とされていた。

しかし、阪神・淡路大震災のように犠
牲者が 6,400 人を超え、損壊・焼損し
た住家が約 52 万棟に上り、ピーク時に
は 32 万人近くが避難した大災害では、
外に発信する情報に加えて、中にいる
被災者への情報発信が必要となった。
　新たな紙面として登場したのが、生
活情報面である（図１）。読売新聞は「震
災掲示板」、毎日新聞は「希望新聞」と
いう名目で毎日、１ページから２ペー
ジの情報面を作った。断水している地
区にいつ何時に給水車が来るのか？　
とか自衛隊の仮設風呂がいつあるのか？　
とか、安否情報なども掲載された。こ
れ以前にはなかった面である。災害時

災害報道とは
　災害報道の課題が指摘されたのは、
1995 年１月 17 日に発生した阪神・淡
路大震災である。神戸を中心とした阪
神間は未曾有の大地震に見舞われた。
住民や行政はもちろんのこと、関西の
マスコミにとっても初めて体験する大
災害だった。
　この大災害を報道する姿勢は、手当
たり次第、目に付いたモノから片端か
らテレビで流し、新聞に書いた。上空
からヘリコプターで被災地を映し出し
たがその爆音が生き埋めになった人の
命を懸命に救おうと活動して
いる自衛隊や消防士、警察官、
近隣の住民の邪魔となったと
批判された。集団的過熱取材（メ
ディアスクラム）、避難所への
心ない取材、行政職員への集
中的取材などが大きな問題と
なった。
　ヘリコプター取材（写真１）
は、阪神・淡路大震災以後も
各地の水害被災地などでたび

たび指摘された。その後、各テレビ局
では、高性能のカメラ付きのヘリコプ
ターを開発・購入し、爆音の被害の低
減を図っているが、新聞各社ではあま
り改善されていないのが現状だ。
　研究者等からは、欧米などで導入さ
れている、発災時から数時間は被災地
や大事故現場などの上空にヘリコプター
を飛ばさない「サイレントタイム方式」
を提言しているが、実現には至ってい
ない。ドローンを活用することも検討
されているが、法的な整備が待たれる。
　メディアスクラムや避難所取材の課
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　大災害が発生するたびに被災地の道路脇にうず高く積もるごみがテレビなどに写し出
される。「発生から10日目、被災地にはこのように災害ごみが処理されずに残っていま
す。解消の目途は立っていません」とアナウンサーが声高に叫ぶ。視聴者は「行政は何
をしているのか」と思う。2024 年元日の能登半島大地震でも同様の報道が発生から
2週間を過ぎたころからごみ報道が目立ってきた。あるテレビ局は「30 年分のごみが
出ています」と言った。どうすれば、この悪循環から抜け出せるのか？考えてみたい。

写真１　�ヘリコプターから撮影された神戸の街１）

図１　�被災者に必要な情報を提供する震災
掲示板を新たに紙面に盛り込んだ

� ＊図は、参考文献 2）を基に加工
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れており、こうした取り組み
をマスコミが積極的に取材して、
住民の理解を深める努力も必
要だろう。
　この事例（図３）を読むと、
住民主体の取り組みを強調し
ており、実際に住民を巻き込
んだワークショップや訓練な
どをしている点で極めて有益
であるとわかる。後述するが、
ボランティアの協力を仰いで
いる点などでも有益で、マス
コミ各社はぜひ、こうした取
り組みを取材してほしいもの
である。
　そして、マスコミを利用し
た研究者の取り組みの顕著な
例が令和２年（2020）７月初旬、
熊本県人吉市で起きた豪雨災
害でみられた。
　７月２日頃から降り出した
大雨で人吉市は大きな被害を
受けた。当然、災害廃棄物の
発生量は膨大なもので、同市
は対応に追われた。発生から
１週間が過ぎた７月 10 日夜の
熊本県民テレビのニュースで

「災害廃棄物処理　全国初の取
り組みとは？　専門家と現地へ」
と題し、約５分間放送された。
　専門家とは、浅利美鈴・総
合地球環境学研究所教授（当
時京都大学大学院地球環境学
堂准教授）である。現地入り
していた浅利准教授から、筆
者に電話が入ったのが前日。「熊

廃棄物の問題も、こうした生活情報直
結の情報であるという視点で考えてみ
たい。

マスコミが災害廃棄物処理に
貢献できる報道とは？
　前述したように、阪神・淡路大震災
以降、マスコミは大災害時において、
単に被害状況や所謂行政の悪口を書く
だけでなく、被害を最小限に抑える減
災の考え方から、事前に大災害への備
えの重要性を説く、あるいは発生後も
どうすれば被害を拡大せずに犠牲者を
これ以上増やさないようにするのか、
そのための報道が求められている。
　災害廃棄物の処理においてもこうし
た姿勢は肝要だ。例えば、災害廃棄物
を速やかに処理するためには、事前に
住民に向けての啓発が必要だ。大規模
災害が起きれば大量のごみが発生する
ために、自治体の中には複数の「仮置場」
を事前に指定し、発災後は、分別して

廃棄するようにすることなどは、新聞
やテレビ・ラジオでも特集記事やコラ
ムのコーナーで、読者や視聴者にその
大切さを報せることが出来る。例えば、
道路にうず高く積まれているごみの山
を映し出して非難することよりも、仮
置場の映像をテレビで映して、粛々と
ごみの搬入が行われている映像を流す
ほうが、社会のためになるのは間違い
ない。そのためには、自治体職員も平
素からマスコミ各社に呼びかけて、仮
置場の場所や分別処理の仕方などを理
解してもらうことが重要だ。しかし、
今の日本でそんなことをしている自治
体はほとんどない。
　図２は、環境省が自治体向けに作成
した災害廃棄物処理のイメージ図だが、
こうしたわかりやすい絵は、一般住民
にとっても理解しやすい。これをマス
コミの記者たちに示すことで、住民に
事前に知らせて理解を深めてもらう取
り組みも必要ではないか。

　また、環境省
では、災害廃棄
物対策情報サイ
トを作り、さま
ざまな取り組み
を 紹 介 し て い
る。その中で、

「自治体の災害
廃棄物対策の推
進に向けて」４）

の項目では、全
国のモデル事業
に指定された取
り組みも紹介さ図２　�環境省が作成した自治体向けの災害廃棄物処理のイメージ図３） 図３　災害廃棄物処理対策モデル事業４）
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震でも、「ボランティアはしばらく来な
いで」という不思議な呼びかけがあり、
復旧は大幅に遅れている。筆者の持論
は「災害ボランティアは発生後、速や
かに被災地入りし自由に活動すべき」
である。もちろん、「被災者に寄り添う」
という大原則は当然のことなのだが。
　筆者は神戸学院大学現代社会学部社
会防災学科教授としてこの 10 年間、全
国各地のボランティア活動に学生たち
と一緒に訪れた。その数は数十回に及び、
東日本大震災の被災地・石巻市などの
津波被害からの復旧や、2016 年の熊本
地震、2018年西日本豪雨など多くの地震、
水害の被災地を訪れた（写真３）。
　この体験から、災害廃棄物の処理に
ボランティアの力を借りるべきだと考
え、2019 年から委員を務めている環境
省の災害廃棄物対策委員会の地域間ワー
キンググループでも、ボランティアの
活用を提言してきた。筆者が過去に参
加したボランティアセンターでは、災
害廃棄物処理についての説明が一切な
かったので、分別や仮置場などを説明
したチラシを作成するように提言した
ところ、最近になって、取り入れる自

治体が増えている。
 　ボランティアの手を必要とする災害
は、地震と水害、噴火などがある。津
波を伴う大地震と直下型地震とでは、
活動の内容が大きく違ってくる。ここ
では、川が溢れて住宅に土石流が流れ
込んだ水害と、地震の後津波で押し流
されたケース、大きな揺れで住宅が倒
壊した３つの型のボランティアについ
て紹介したい。
１．水害
　水害には、大雨によって河川が決壊
したり溢水したりして、河川の近くに
ある住宅が水に浸かり床上浸水などに
見舞われるケースと、住宅近くの山が
土砂崩れを起こして住宅を飲み込むよ
うに壊すケースに分かれる。前記のケー
スでは、ボランティアの活動は、水に
浸かった家具や畳を外に運び出し、床
下に溜まった泥を除去する作業が主体
となる。例えば約 200 ㎡の住宅でも、
床下に溜まった泥を完全に除去するに
は、大人 10 人がまる１日以上かかる
と考えてよいほどの重労働だ。さらに、
土砂崩れで多くの土砂や樹木が住宅内
に入り込んでいるケースでは、より多

本人吉に現地調査で入っているが、ど
なたかマスコミ関係者を知らないか」
と言う。たまたま、筆者の読売新聞大
阪本社時代の後輩が当時、熊本県民テ
レビに出向し、報道局長に就任してい
たので、紹介した。報道局長も「水害
から１週間くらい経ち、ちょうどいい」
と応じてくれた。そして、浅利准教授
が現地レポーターとしてニュースに登
場した。
　もちろん、この時点で人吉市でも、道
路脇に災害ごみがうず高く積もっている
のは、他市と同様だった。さらに、ごみ
を仮置場に搬入する車の渋滞が取り上げ
られたのだが（写真２）、その後が違った。
仮置場での搬入に際して、複数の廃棄物
を仮置場で分別処理するのに、人の手で
やっているために、処理に時間がかかり、
そのために搬入に来た車の大渋滞が起こ
るのだが、人吉市では、単品で搬入に来
た車に関しては図 4 のように、ファスト

（優先）レーンを設けて、スムーズに搬
入できるようにした。それを浅利准教授

が現地リポーター
に扮してローカ
ルニュースで住
民に呼びかけた。
もちろん、多分
に属人的で稀な
ケースではある
が、筆者は、こ
うした姿勢の災
害廃棄物は住民
への啓発になる
とともに、建設
的な生活情報の

提供という意味でも素晴らしいと感じた。

災害廃棄物処理にボランティアの力を
　わが国でボランティア元年といわれた
のが 1995 年１月 17 日の阪神・淡路大震
災。それまでボランティアといえば、「高
邁な人助け」と受け止められていたが、
未曽有の大地震に際し全国から大学生を
はじめとするボランティアが 1 年間で約
138 万人、避難所の運営支援、救援物資
の搬出・搬入、清掃、炊き出しなど多岐
にわたって活動し、マスコミ報道でも多
く取り上げられた。しかし、ボランティ
アが被災地に混乱をもたらしたとする一
部意見が出て、地域の社会福祉協議会の
立ち上げるセンターが受け入れるという
コントロール体制になった。
　NPO 法の成立を導く良い側面もあっ
たのだが、2011 年の東日本大震災時は
ボランティアの「自己完結」「自己責任」
などが要求され、本来の自由さが阻害
され、本格的な活動が１か月以上も遅
れた。さらに、今年１月の能登半島地

写真３　�被災者の住宅の片づけをする学生
ボランティア　筆者撮影

写真２　�人吉市の仮置場搬入に長蛇の列　撮影：浅利美鈴

図４　�人吉市の仮置場レイアウトイメージ
図（ピンク色がファストレーン）
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てしまう」。ボランティ
アをしながら、他のボラ
ンティアが何の悩みもな
く家財道具をポンポンと
運び出して、捨てる姿を
見て、心が痛くなったと
いう。最終的に災害廃棄
物となったごみも、初め
からごみではないという
ことをかみしめなければ
ならない。

マスコミ報道に
求められるもの
　大災害時にはボラン
ティアの力は非常に有用
である（図５）。災害ご
みの搬出にも当然、大き
な力となる。ボランティ
アの人たちにわかりやす
く、有用なチラシをボラ
ンティアセンターなどに
用意して、活動前に説明すべきで、新聞・
テレビなどのマスコミもこうした取り
組みを報道すべきである。さらに、発
災後しばらくして、災害廃棄物のごみ

の山を映し出して批判するだけでなく、
平時から災害発生時の際のごみの問題
に取り組み、事前の心構えやシステム
を住民に報せることに留意すべきである。

くの人手と時間が必要だ。畳屋や家具
を運び出して乾かせている間に、床拭
きをするのだが、これは何度拭いても
砂が浮かび上がってくる。そうして乾
いた後、消毒液を散布しなければなら
ない（写真４）。
2．津波を伴った地震
　2011 年の東日本大震災が典型的だ。
東北地方を中心に襲った大地震は、数
十分から数時間後までの間に、多くの
地域に大津波が襲った。この地震では、
揺れによる建物の倒壊などはほとんど
なかったと報告されているが、遡上波
も入れると最大で 30 ｍ以上の津波が襲
い、遡上距離は 10 km を超えた地域も
あった。こうした地区のボランティア
は水害のケースに似ている。一般的に、
津波の勢いは水害の河川溢水に比べる
とはるかに強く、住宅が津波によって
押し流されているケースが多い。この
ため、被災から時間が経っていないと
きのボランティア活動は、住宅後や道
路、側溝などに溜まった土砂を取り除
く作業が多い。その後で、津波から残っ
た住宅１戸１戸のケアだ。よって、水
害より長期の作業が必要となる。

3．直下型地震
　阪神・淡路大震災や 2016 年の熊本地
震などがある。大きな揺れで、傾いた住
宅の中に残った家具や壊れた食器その他
を運び出す作業が主だ。最大のポイント
は、危険な作業を伴うということだ。地
震により多くの建物が、立ち入り禁止（赤）
か立ち入り注意（黄）だ。本来なら、立
ち入り禁止住宅にはボランティア活動は
出来ず、立ち入り注意の住宅でも、応急
危険度判定士ら専門家の指導の下で活動
できるものだが、多くの現場で、ルーズ
に活動が行われているのが現状だ。能登
半島地震でも同様の注意が必要となる。
　この際に、住民たちがボランティア
に軽トラックなどでの災害廃棄物の搬
入を求められることがあるが、当時は
廃棄物処理に関しての詳しい説明を受
けていなかったので、戸惑った記憶が
ある。その時に役立ったのが西原市の
仮置場の見取り図だった（写真５）。
　また、ボランティアで一緒に行った
女子学生がつぶやいた一言が今も忘れ
られない。「ごみを捨てることや家の中
を片づけることに夢中になって、その
家に住んでいる人の気持ちをつい忘れ

図５　�令和元年台風第 19号におけるボランティアとの連携
支援例６）

写真４　�福岡県朝倉市でのボランティア活
動　筆者撮影

写真５　�西原市の災害廃棄物仮置場�見取図　
筆者撮影
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ル事業，令和２年度 近畿 大阪府３自治体，京都府２自治体，和歌山県２自治体，

  http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/pdf/municipal_measures_
r 02 _osaka_kyoto_wakayama.pdf （閲覧日　2024 年 1 月 26 日）

５）  環境省 災害廃棄物対策室：災害廃棄物対策現地支援チームオペレーションマニュアル，第１版：平成
31 年３月（2019）

６）  内閣府 政策統括官（防災担当）：災害廃棄物処理における災害ボランティアの活動（2021）


